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==========＜ １．はじめに ＞========== 

 

RIG とは 

『Robot system Introduction (Implementation) step Guide (for enduser)』 

 

産業用ロボットシステムの導入にあたり、効率的で最適な手順でシステム導入するための 

ガイド。 

（介護のための動作を支援するような介護用ロボットはツールとみなし対象外とする。） 

 

この『RIG』では、作業手順を明確にすることにより、作業の見える化及び、社内や 

ロボットシステムインテグレータとの合意形成を行なう。これにより、ロボット 

システムの効率的で最適な導入を行うことを目的とする。さらに、ロボットシステムの 

利活用の促進を図ることを目的とする。 

 

==========＜ ２．背景・問題点 ＞========== 

 

今まで製造ラインでロボットに製造作業を行わせようとする際、ロボットシステムの 

導入における明確な作業手順が存在していなかった。そのため、社内やロボット 

システムインテグレータとの合意形成が曖昧で、期限内での導入することができなかったり、 

期待する効果が得られなかったり、運用を続けることができなかったりして、 

失敗に終わるという問題があった。 

そこで、ロボットシステム導入のための手順及び検討内容を明確にすることにより、 

効率よく導入し、かつ、期待する効果が成果として得られるようにする。 

導入にあたっては、事前検討を十分に行い、工程設計（構想設計）を容易にできる 

要求仕様を作成して進めることが有効である。 

 

2-1 ロボットシステムへの認識 

 

製造ラインの問題点や課題を把握し、ロボットの導入をイメージした上で、 

目的と効果を明確にし、導入に向けての体制や担当者の選出を行う必要がある。 

また、ロボットシステムの導入を目的としないことや導入が目的とならないように注意する 

必要がある。 

 

 ＜ロボットシステム導入における問題点・課題＞ 

  ・ロボットを使った製造ラインのイメージがない 

  ・製造ラインでの問題点・課題の抽出が不充分 

  ・期待する効果が曖昧 

   （ロボットシステム導入により期待できる効果が曖昧） 

  ・導入体制が不充分 

 

 ＜産業用ロボット導入のメリット（目的）＞ 

   1）生産性向上 

   2）品質安定・向上 

   3）作業環境改善 

   4）省力化・省スキル化 

   5）省人化 
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   6）高付加価値化 

   7）需要変動対応 

   8）省スペース化 

   9）省資源・省エネ 

            （「産業用ロボット導入ガイドライン」より再編集） 

 

2-2 要求仕様 

 

ロボットシステムの導入においてユーザーでは、最適なロボットシステムの選択ができず、 

ロボットシステムインテグレータの薦めるものを導入し、目的にそぐわないロボット 

システムを使い続けることになってしまうことがあった。 

そこで、背景を踏まえ問題点／課題を洗出して、ロボットシステムインテグレータに 

導入するにあたっての条件を提示し、目的にあったロボットシステムの提案をしてもらい、 

導入することが必要となる。 

 

 ＜仕様定義（要求記載事項）＞ 

  1）概要 

    ・背景 

    ・問題／課題 

    ・対策と狙いとする効果、期待する成果 

  2）制約条件 

    ・加工作業手順（生産形態） 

    ・加工設備 

    ・ワーク 

    ・加工作業場所（スペース） 

    ・設備稼働状況 

    ・作業員 

  3）提案依頼事項 

       ・新製造ライン構成 

    ・ロボットの種類／形状／仕様 

    ・稼働条件／使用条件 

    ・開発手順／開発スケジュール 

    ・開発体制 

    ・導入教育訓練 

    ・保守方法 

    ・保証内容 

    ・ロボットＳＩｅｒ情報 

    ・ドキュメント類 

  4）開発手順 

  5）稼働・運用 

  6）リスク・保証 

  7）契約・検収 

  8）保守・メンテ 

  9）評価・改善 
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==========＜ ３．本書の適用範囲 ＞========== 

 

製造ラインに導入するロボットシステム及び関連する設備、ロボットシステムの 

導入依頼先を対象として、導入手順及び検討事項をまとめたものである。 

 

3-1 ロボットシステム 

    ・製造ラインの加工設備やハンドリングに使用されるロボットや自動化設備 

     及びその制御システム。主に、産業用ロボットを指す。 

 

3-2 ロボットシステムインテグレータ（ロボットＳＩｅｒ） 

    ・ロボットシステムを導入する総合サービス業者（インテグレータ）。 

     （ロボットメーカーを含む） 

    ・導入前には提案を依頼し、導入後はサポートを担当する。 

 

3-3 その他の設備（加工設備、PLC、コンベア等） 

    ・ロボットシステムと連動する設備。（加工設備、ＰＬＣ、コンベア等） 

    ・ロボットシステムとその他の設備間では、やり取りするデータの内容と 

     形式、インターフェイス、やり取りのタイミング等を決めておく。 

    ・ロボットシステムの導入に伴い、その他の設備の入れ替えも出てくる 

     ことがあり得る。 

 

3-4 連携システム 

    ・ロボットシステムにデータを与える（出力する）情報システムや、 

     ロボットシステムからデータをもらう（入力する）情報システム。 

    ・ロボットシステムと情報システム間では、やり取りするデータの内容と 

     形式、通信方式（インターフェイス、通信プロトコル等）、やり取りの 

     タイミング等を決めておく。 

    ・ロボットシステムから送られたデータの活用については、情報システム 

     側での検討事項とする。 

 

==========＜ ４．想定ユーザー ＞========== 

 

新たにロボットシステムを導入するエンドユーザー 

（中でも、産業用ロボットの導入を検討している中小製造業） 

 

ロボットシステム導入の経験のないユーザーは、具体的な導入後のシステム 

運用をイメージすることが苦手で、現物を見てみないと判断できないことが 

あり、導入決定後に問題が発生することが多い。そのため、導入前に、 

導入のイメージをつかめるようにロボットシステムについての見識をつけたり、 

ロボットの特徴について十分に調査検討し、社内での問題点や課題を整理した 

上で、ロボットシステムの導入を進める。 
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==========＜ ５．導入手順 ＞========== 

 

ロボットシステム導入にあたっては、社内の意識合わせ（合意形成）をしておく。 

経営陣（社長）の元、関連する作業者の合意の上で一丸となって進める。 

 

5-1 経営陣（社長）による導入に向けた方針決定 

 

 5-1-1 背景／問題点・課題の抽出 

     ・背景（会社の歴史や業務概要）、問題点・課題を明確にしておく。 

 

 5-1-2 導入するロボットのイメージ 

     ・各種ロボットの特徴（得意な作業・不得意な作業、メリット・ 

              デメリット）を理解する。 

      （メリット ：処理スピード、処理精度、長時間稼働等） 

      （デメリット：危険性、スペース、メンテナンス等） 

 

     ＜産業用ロボットと協働ロボットと専用機（自動化設備）との違い＞ 

       ０）人手作業・・・・・・：複雑な作業への対応が容易、柔軟さが 

                                        持ち味。 

       １）専用機（自動化設備）：画一で単純な繰り返しの作業や大量の作業に 

                    向いている。 

                    初期投資、運転費用回収の見込みが十分で 

                    ある場合は費用対効果が高いことが多い。 

       ２）ロボット・・・・・・：ある程度の変更に柔軟に対応し、繰り返しや 

                    大量の作業にも対応できる。 

                    （人と専用機の中間くらいの領域の作業が 

                                          得意） 

       ３）協働ロボット・・・・：産業用ロボットのカテゴリーの一部。 

                    一定の条件を満たすことで、安全柵なしで 

                    人と共同作業を行えるロボット。 

                    （人がロボットに触れそうになったり、 

                     触れた時、ロボットは原則及び／又は 

                     停止する。） 

        （「ロボット導入促進ガイドブック」「産業用ロボット導入ガイド 

         ライン」より再編集） 

 

     ・同時に利用されることがある無人搬送車、自動搬送車（ＡＧＶ、ＡＭＲ）の 

      特徴についても理解しておくとよい。 

 

 5-1-3 ロボット導入の目的 

     ・導入の目的を明確にし、導入費用・稼働費用と導入により期待できる 

            効果を検討しておく。（対費用効果の検討） 

     ・ロボットの導入にあたっては、目的（期待する効果）に合ったものを 

      選ぶ。（期待する効果が得られそうなロボットを選ぶ。） 

     （注：協働ロボットではタクトタイムの短縮は見込めないことがある。） 
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 5-1-4 導入・運用体制 

     ・経営陣（社長）は、ロボット導入における責任者と実務担当者を選任する。 

     ・実務担当者には、導入時だけでなく、導入後も面倒をみることができる者を 

      選ぶ。（実務担当者の選任） 

     ・社内に有資格者をつくる。 

      （産業用ロボット作業者に義務付けられている安全教育の受講者） 

     ・ロボットシステムに関わる作業者には業務内容に合わせた専門の教育訓練を 

      行う。 

 

5-2 要件の検討 

 

 5-2-1 制約条件（作業、ワーク、スペース等） 

     ・現状の作業内容、作業能力、作業効率、ワーク（形状、重量、加工 

      内容）、作業場所（スペース）、加工設備、作業体制等を明確にし、 

      どの作業工程／工程間のハンドリング等に導入ができるかを検討する。 

 

 5-2-2 自動化のレベル（全自動、半自動） 

     ・全工程／工程間ハンドリング等に導入するのか、部分的に導入する 

      のか、今回の導入のイメージ、最終的な導入のイメージを作っておく。 

 

5-3 ロボットシステム提案依頼書（ＲＦＰ）の作成 

 

 5-3-1 概要 

      ・ロボットシステム導入の前提条件となる事項について記載する。 

         （事業概要、現状及び問題点・課題等について記載する。） 

          

 5-3-2 制約条件 

      ・ロボットシステム導入に制約条件となる事項について記載する。 

      ・現製造ラインの状況を記載する。 

         （加工作業手順、加工設備、ワーク、加工作業場所（スペース）、 

          設備稼働状況、作業員等について記載する。） 

         ・連携する設備や情報システムの状況について記載する。 

        ・提案の範囲（対象工程）について記載する。 

（最終形態及び今回の提案依頼範囲を明確にしておく。）  

 

 5-3-3 提案依頼事項 

      ・導入するロボットシステムについて、ロボットＳＩｅｒから提案書に 

         記載してほしい項目について記載する。 

         （新製造ライン構想：工程設計） 

       （ロボットの種類／形状／仕様、稼働条件／使用条件、等） 

         （開発手順／開発スケジュール、開発体制、導入教育訓練、保守方法、 

          保証内容、ロボットＳＩｅｒ情報、等） 

         （ドキュメント類） 
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 5-3-4 開発手順 

      ・開発期間、開発場所について記載する。 

      ・ロボットシステム開発におけるデザインレビュー（ＤＲ）やテストレビュー 

         （立会い）、進捗状況確認会議等について希望する開催回数や時期を記載 

         する。 

         ・ワーク図面やロボットの動作確認で使用するワークの提供方法について記載する。 

         （基本的に自社からＳＩｅｒに提供する。） 

（提供にあたっては機密保持契約を結ぶ。） 

 

 5-3-5 稼働・運用 

        ・稼働予定日を記載する。 

        ・ロボットシステム導入（新製造ラインへの切替え）のための設置等に 

         かけられる日数／時間等を記載する。   

      ・希望する稼働方法について記載する。 

         （段階的に稼働するのか。一斉に稼働するのか。） 

      ・希望する稼働時間（作業／使用時間）について記載する。 

         （例：２４時間稼働。又は、段階的に稼働時間を長くしてゆく。等） 

         （稼働可能時間と作業／使用時間を明確にしておく。） 

         ・希望する保守方法について記載する。 

         （製造ラインを止められるタイミングや時間） 

・作業者の中にロボットシステムの安全についての有資格者を育成する。 

 

 5-3-6 リスク・保証 

      ・ロボットＳＩｅｒに対して、提案書に導入するロボットシステムの 

         リスクについて記載するように求める。 

        ・ロボットＳＩｅｒに求める保証/補償/保障内容について記載する。 

        ・導入するロボットシステムに求める保証基準（保証水準）について 

         記載する。 

        ・希望するセキュリティ対策について記載する。また、導入するロボット 

         システムのセキュリティ対策について記載するように求める。 

 

 5-3-7 契約・検収 

      ・ロボットＳＩｅｒ（ロボットメーカーを含む）との契約内容と契約方法、 

及び、ロボットシステムの検収方法、支払方法について記載する。 

        （最終的には、ユーザーとロボットＳｉｅｒ間の契約の際に決定する。） 

  

 5-3-8 保守・メンテ 

      ・ロボットシステム導入後のロボットＳＩｅｒに求める保守方法に 

 ついて記載する。 

・保守作業にはロボットシステムの安全についての有資格者を充てる。 

      ・定期保守および不定期保守（故障時、不具合時）について記載する。 

        ・保守中の製造ライン稼働方法についての提案も求める。 
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 5-3-9 評価・改善 

      ・ロボットシステム稼働後の評価方法、評価時期について記載する。 

      ・さらに、評価結果の開示方法、開示時期について記載する。 

        ・また、評価後の改善手順について記載する。 

 

5-4 提案依頼先（ロボット SIer）の選定 

    ・提案は２社以上に依頼するのが望ましい。 

    ・提案を依頼するにあたり、提案依頼先と機密保持契約を結ぶ。 

    ・ロボットＳＩｅｒの提案内容をよく吟味し、スケジュール、費用、狙いと 

      する効果が実現できるか等を考慮し、余裕をもって決定する。 

 

5-5 開発 

    ・契約後に、再度ロボットＳＩｅｒと協議し工程設計（構想設計）を行い、 

     導入するロボットシステム（タイプ等）を決定する。そして、導入する 

     ロボットシステムの仕様を作成する。 

    ・ロボットシステムの開発作業は、ロボットＳＩｅｒとロボットメーカーで 

     行う。 

    ・定期的にデザインレビュー（ＤＲ）やテストレビュー（立会い）、 

     進捗状況確認等の会議／打合せ／ミーティングを行い、認識のずれや漏れが 

ないようにする。また、会議／打合せ／ミーティングの記録を残す。 

    ・ロボットの動作確認のためのワークを用意しロボットＳＩｅｒに提供する。 

    ・開発したロボットシステムを設置する。（一斉／段階的） 

    ・最終の動作確認は、ロボットＳＩｅｒと一緒に行う。 

     （確認項目と確認結果を記録として残す。） 

 

5-6 稼働・運用＆保守・メンテ 

    ・稼働する前に作業員へ操作や保守の教育訓練を実施する。（※） 

     （教育訓練についての記録を残す。） 

     （※：ロボットの法定（労働安全衛生規則第 31号、32 号）の特別教育） 

・定期的に保守を行う。（保守の記録を残す。） 

    ・故障時や不具合発生時には、保守担当に連絡をとり対処する。保守担当だけ 

     では対処できない場合は、ロボットＳＩｅｒに連絡をとり対処する。 

    （対処終了後に対処内容についての報告書を作成する。） 

    ・ロボットシステムを安全に運用するための有資格者を育成する。 
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==========＜ ６．仕様変更の考え方 ＞========== 

 

仕様（要求）の変更は、ロボットＳＩｅｒとの仕様決定までとし、仕様が決定した 

後では安易な変更を出すべきではない。 

しかし、諸事情により変更を行う場合は、自社とロボットＳＩｅｒとの協議の上で 

変更する項目／内容を決定し、記録に残す。協議にあたっては、自社の経営状況や 

作業状況、納期、予算、技術的な問題・課題等を考慮して変更項目／内容を決定する。 

決定した変更については、適切な変更管理（変更内容の明確化、自社及びロボット 

ＳＩｅｒの責任者の承認、変更記録の作成＆保管）を行って、実施する。 

 

==========＜ ７．リスク・保証の考え方 ＞========== 

 

・要求仕様には、リスクの内容を明記し、ロボットＳＩｅｒにリスクに対する 

 対応案を提案してもらう。 

 

 ＜リスクの種類（例）＞ 

  １）製品品質 

    ・精度の低下 

    ・不良の増加 

  ２）設備（ロボットシステムを含む）（セキュリティを含む） 

    ・設備能力低下 

    ・設備停止による納期遅延 

    ・外部からの不正アクセス等による設備の誤動作や故障、破壊 

  ３）作業員 

    ・加工精度の低下 

    ・誤操作（ミス、スキル不足）による不良の増加、精度の低下 

    ・担当者の不在（休暇、出張等）による納期遅延 

  ４）生産 

    ・ロボットシステム導入遅延による生産計画変動 

    ・導入時の生産ライン停止 

    ・故障/不具合時の生産ラインの停止（減産） 

 

・ロボットＳＩｅｒには見積仕様書にロボットシステムの保証について 

 明記してもらう。（性能保証、事業保障／補償等） 

 

 ＜主な記載事項＞ 

  １）保証期間 

    （但し、使用可能期間内で契約不適合が発生した場合は、 

     保証期間を過ぎた場合でも対応してもらう。） 

  ２）保証内容 

    ・動作精度保証 

    ・動作能力保証 

    ・安全保証 

  ３）免責事項 

  ４）費用 

  ５）契約不適合時の保証（瑕疵担保）／保障／補償 
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・ロボットＳＩｅｒに、ロボットシステムの安全基準（保証基準、保障水準）に 

 ついて記載してもらう。 

 

 ＜安全基準＞ 

  １）本質安全 ・・・・構造の変更などによるリスク低減 

  ２）機能安全 ・・・・監視装置や防護装置などの付加機能におるリスク低減 

  ３）使用上の留意・・・使用上の注意喚起やオペレータの訓練などによるリスク低減 

 

 ＜参考：ロボットおよびロボットシステムの安全関連部の制御性能の要求レベル＞ 

     （産業用ロボットの安全に関する規格 ISO10218-1(JISB8433-1)と 

      ISO10218-2(JISB8433-2)より） 

     １）カテゴリー３のアーキテクチャでのパフォーマンスレベル(PL)がｄ 

     ２）プルーフテスト間隔 20年以上で、冗長性(ハードウェア・フォールト・ 

       トレランス HFT)が１で安全度水準(SIL)が２ 

 

==========＜ ８．保守・メンテの考え方 ＞========== 

 

ロボットシステム稼働後には定期的に保守を行う。 

また、故障時や不具合発生時にも保守を行う。 

保守作業にはロボットシステムの安全についての有資格者を充てる。 

ロボットＳＩｅｒには、保守についての提案をしてもらう。 

 

 １）定期保守 ・・・ 保守周期・時期、手順 

            保守内容、方法 

            保守費用 

 

 ２）不定期保守 

 

   ・故障時 ・・・ 保守手順（連絡手順） 

            保守内容、方法 

            保守費用 

            保守作業中のライン稼働方法（※） 

 

   ・不具合時 ・・ 保守手順（連絡手順） 

            保守内容、方法 

            保守費用 

            保守作業中のライン稼働方法（※） 

 

    （※ロボットが停止中の製造加工作業継続への対応・・・可否） 
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==========＜ ９．契約・検収の考え方 ＞========== 

 

ロボットＳｉｅｒからの提案を検討し、ロボットシステムの導入先を決定する。 

その後、決定したロボットＳｉｅｒと契約する。 

契約にあたって、開発と保守を別々に契約する。（収益認識基準） 

契約の際は、導入するロボットシステムの内容および開発の進め方、検収方法、 

支払方法、保証内容・方法、保守方法について再度協議し、契約する。 

機密保持についての契約を行う。（機密保持に関する覚書等の取り交わし等） 

ロボットシステム導入後の評価についても協議しておく。 

 

＜開発における契約方法＞ 

 １）請負契約 

   ・仕様作成から開発・設置・稼働までを一括して行うことを契約する。 

   ・受注者は、完了（完成）させるための「進捗管理義務」が発生する。 

   ・発注者は、完了（完成）させるための「協力義務」が発生する。 

   ・受注者は、完成したロボットシステムに不具合や欠陥が見つかった場合は、 

    「契約不適合責任」も発生する。 

    （契約内容の保証期間に限らず、完了後１０年以内） 

 ２）準委任契約 

   ・決められた目的／テーマのために期限まで（決められた時間内）に 

    作業を行い、作業結果を報告することを契約する。 

   ・受注者は、完了した作業について「契約不適合責任」は発生しない。 

    （前提：虚偽の報告でないこと。） 

 

 ＜開発における検収方法＞ 

 ・一括検収か分割検収か 

 ・検収時期（タイミング） 

 

 ＜開発における支払い方法（参考）＞ 

 １）一括支払い・・・開発期間は単年度内 

 ２）分割支払い・・・開発期間が複数年度 

   ・履行割合型：全体スケジュールの進捗度合いに合わせた支払い方法 

          （進捗度合／開発期間） 

   ・成果完成型：機能の完成度合いに合わせた支払い方法 

          （完成機能数／全機能数） 
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==========＜ １０．評価・改善の考え方 ＞========== 

 

ロボットシステム導入後に評価を行う。 

評価は導入目的及び狙いとする効果、期待する成果を元に行い、評価結果を公表する。 

また、投資回収目標、費用対効果の評価も行う。 

さらに、評価結果を元に改善を行う。 

 

 ＜評価方法（例）＞ 

 １）定量的効果、成果の評価・・・達成度（百分率）で 

 ２）定性的効果、成果の評価・・・○○段階評価で 
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==========＜ 主な参考資料 ＞========== 

 

・「ＲＩＰＳ：Robot system Integration Process Standard 

 （『ロボットシステム インテグレーション 導入プロセス標準』）」第二版 

 （2017 年 6月） 

・「産業用ロボット導入ガイドライン」 

 （2017 年/平成 29 年 3月、経済産業省＆中部経済産業局＆名古屋大学 

  産学官連携センター） 

・「中小製造業のためのロボット導入促進ガイドブック」 

 （2016 年/平成 28 年度、近畿経済産業局） 

・「機能安全をご存じですか！？（機能安全が可能にする機械の安全確保）」 

 （平成 28 年 3 月、中央労働災害防止協会） 
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